
ＰＣＴ出願人の手引－国際段階－附属書Ｅ 

(2025年6月1日) 

1頁

国際予備審査機関 

ＥＰ 

欧州特許庁 

（ＥＰＯ） 

附属書 Ｅ

ＥＰ

次の受理官庁を管轄する 

国際予備審査機関１ 

ＡＬ，ＡＭ，ＡＰ，ＡＴ，ＡＺ，ＢＡ，ＢＧ，ＢＨ，ＢＮ， 

ＢＲ，ＢＷ，ＢＹ，ＢＺ，ＣＨ，ＣＬ，ＣＮ，ＣＯ，ＣＲ， 

ＣＵ，ＣＶ，ＣＹ，ＣＺ，ＤＥ，ＤＪ，ＤＫ，ＤＯ，ＤＺ， 

ＥＡ，ＥＣ，ＥＥ，ＥＧ，ＥＰ，ＥＳ，ＦＩ，ＦＲ，ＧＢ， 

ＧＥ，ＧＨ，ＧＲ，ＨＮ，ＨＲ，ＨＵ，ＩＤ，ＩＥ，ＩＬ， 

ＩＮ，ＩＱ，ＩＲ，ＩＳ，ＩＴ，ＪＭ，ＪＯ，ＪＰ，ＫＥ， 

ＫＧ，ＫＨ，ＫＮ，ＫＺ，ＬＲ，ＬＳ，ＬＴ，ＬＵ，ＬＶ， 

ＬＹ，ＭＡ，ＭＤ，ＭＫ，ＭＮ，ＭＴ，ＭＵ，ＭＷ，ＭＸ， 

ＭＹ，ＮＩ，ＮＬ，ＮＯ，ＮＺ，ＯＡ，ＯＭ，ＰＡ，ＰＥ， 

ＰＨ，ＰＬ，ＰＴ，ＱＡ，ＲＯ，ＲＳ，ＲＵ，ＳＡ，ＳＣ， 

ＳＤ，ＳＥ，ＳＧ，ＳＩ，ＳＫ，ＳＶ，ＳＹ，ＴＨ，ＴＪ， 

ＴＭ，ＴＮ，ＴＲ，ＴＴ，ＵＡ，ＵＧ，ＵＳ，ＵＺ，ＶＮ， 

ＷＳ，ＺＡ，ＺＷ 

国際予備審査機関に支払う手数料： 

予備審査手数料（ＰＣＴ規則58)２,３ 

 

ユーロ（EUR） 1,915 

追加の予備審査手数料 

（ＰＣＴ規則68.3)４ 

 

EUR      1,915 

取扱手数料（ＰＣＴ規則57.1)３,５ EUR       213 

異議申立手数料（ＰＣＴ規則68.3(e)） EUR      1,020 

遅延提出手数料（ＰＣＴ規則13の3.2） EUR        265 

国際予備審査手数料の払戻しの条件 

及び額 

過誤又は超過の料金は払い戻す 

ＰＣＴ規則58.3に規定する場合：100％払戻し 

国際出願又は国際予備審査の請求が国際予備審査の開始前に取下

げられた場合：100％払戻し 

［次頁に続く］ 

 

 

         

１ ＥＰＯは，ＥＰＯ，オーストリア特許庁，フィンランド特許登録庁（ＰＲＨ)，北欧特許機構，スペイン特
許商標庁，スウェーデン知的財産庁（ＰＲＶ)，トルコ特許商標庁（Turkpatent）若しくはヴィシェグ
ラード特許機構が国際調査を行う（又は行った）場合に限り，国際予備審査機関として行動することが
できる。 

２ この手数料は，出願人，又は出願人が複数であれば各出願人が自然人であり，世界銀行によって低所得経
済国又は中低所得経済国に分類される国の国民又は居住者であれば75％減額される。この減額が適用され
る国のリストは次を参照：https://www.epo.org/applying/fees/international-fees/information.html. 
この手数料は更に，出願人，又は出願人が複数であれば各出願人が自然人であり，特許協力条約規則18で
意味する，欧州特許庁との有効化協定が発効している国の国民又は居住者についても75％減額される。詳
細については2019年12月12日付ＥＰＯ管理理事会決定（OJ EPO 2020, A4）参照： 
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/01/a4.html 

３ 未払の手数料額の50％に相当する後払手数料は，国際予備審査機関に支払う。OJ EPO 5/1998，282頁を参照。 

４ この手数料は，特別の事情がある場合にのみ国際予備審査機関に支払う。 

５ この手数料は，国際予備審査機関に支払う。この手数料は，一定の条件が適用される場合に90％減額され
る（附属書Ｃ（ＩＢ）参照)。 
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ＥＰ 欧州特許庁（ＥＰＯ）（続き） ＥＰ

この官庁は電子形式による国際予備審査 

請求（ＰＣＴ第Ⅱ章）を認めるか？６ 

認める。この官庁は次による電子出願を認める。 

 － ｅＰＣＴ出願 

 － ＥＰＯオンライン出願 

 － ＥＰＯオンライン出願2.0 

 － ＥＰＯ緊急用アップロードサービス 

オフライン提出には，ＥＰＯオンライン出願を使用する場合に

ＣＤ－Ｒ，ＤＶＤ－Ｒ又はＤＶＤ＋Ｒが認められる。 

国際予備審査のために受理する言語 英語，フランス語，ドイツ語 

審査をしないこととしている対象 ＰＣＴ規則67.1(i)から(vi)までに掲げる対象。ただし，欧州特

許条約の規定に従い特許付与出願において調査されるいずれか

の対象を除く。 

国際予備審査機関として行動する当局の 

管轄権に何らかの制限があるのか？ 

ＥＰＯは，国際調査機関として行動するＥＰＯが，又は欧州特

許条約のいずれかの締約国に所在しておりその締約国のために

運営される他の国際調査機関が，国際調査報告を作成する（又

は作成した）場合に限り，国際予備審査機関として行動する

（ＥＰＯ－ＷＩＰＯ協定附属書Ａ)。これらの国際調査機関は，

オーストリア特許庁，フィンランド特許登録庁（ＰＲＨ)，北欧

特許機構，スペイン特許商標庁，スウェーデン知的財産庁（Ｐ

ＲＶ)，トルコ特許商標庁（Turkpatent）若しくはヴィシェグ

ラード特許機構である。 

更に，国際予備審査機関（ＩＰＥＡ）としてのＥＰＯは，ＥＰ

Ｏ自身以外のいずれかの国際調査機関が作成した書面による見

解を，ＰＣＴ規則66.2(a)の目的で国際予備審査機関の書面によ

る見解とみなさず，その旨をＰＣＴ規則66.1の2(b)に基づき国

際事務局に通知している。 

［次頁に続く］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

６ 関連するこの官庁の通知については，2021年6月3日付公示（ＰＣＴ公報）108頁，2023年5月19日付公示
（ＰＣＴ公報）117頁以降，2024年12月5日付公示（ＰＣＴ公報）233頁参照。 
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ＥＰ 欧州特許庁（ＥＰＯ）（続き） ＥＰ

委任状の提出要件の放棄７ 

 国際予備審査機関は，別個の委任状を 

 提出する要件を放棄しているか？ 

 別個の委任状が要求される特別の状況 

 

 

 

 

 

 

 国際予備審査機関は，包括委任状の写し 

 を提出する要件を放棄しているか？ 

 包括委任状の写しが要求される特別の 

 状況 

 

放棄している８ 

 

代理人として登録されていないが，代理人と称する者によって

手続行為がされた時。ただし，その代理人と称する者が代理人

として登録されている者と同じ事務所に所属する場合，又はそ

の代理人と称する者及び代理人として登録されている者がいず

れも出願人（出願人が複数名いるときには，共通の代表者）の

被用者である場合を除く。又は，代理人若しくは共通の代表者

が行為をする資格について疑義がある時にも要求される。 

放棄している８ 

 

代理人として登録されていないが，代理人と称する者によって

手続行為がされた時。ただし，その代理人と称する者が代理人

として登録されている者と同じ事務所に所属する場合，又はそ

の代理人と称する者及び代理人として登録されている者がいず

れも出願人（出願人が複数名いるときには，共通の代表者）の

被用者である場合を除く。又は，代理人若しくは共通の代表者

が行為をする資格について疑義がある時にも要求される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

７ OJ EPO 5/2010，335頁を参照。 

８ 国際段階において代理人又は共通の代表者がいずれかの取下げ通知を行う場合（ＰＣＴ規則90の2.1から90
の2.4；国際段階の11.048項も参照)，委任状の要件の放棄は適用されない（ＰＣＴ規則90.4(e)及び
90.5(d))。 


